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序章 職業教育（ビジネススキル科目）の全体像 

 

 

 ビジネススキル科目の全体像は、下記のように設定しており、時間数は 30 時間。 

 今回のレジュメは、組織・人材・労務管理と法律（知的財産）に関するものである。 
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第 1 章 特定技能雇用契約書等 

 

特定技能の申請においては多くの書面が必要となるが、その中でも、特定技能外国人の保護のために、下記

の書面について特定技能外国人がしっかりと理解した上、サインすることが求められている。 

 

参考様式 様式名 

第１－５号 特定技能雇用契約書 

第１－６号 雇用条件書 

（別紙「賃金の支払」を含む。） 

第１－１６号 雇用の経緯に係る説明書 

第１－１７号 １号特定技能外国人支援計画書 

第１－９号 徴収費用の説明書 

 

 第 1 章では、自身が契約の主体となる特定技能雇用契約書等について確認したうえで、契約の際に必要とな

る知識がどういったものか確認する。 

  

 第 2 章では、ビジネススキルとして労務管理において必要となる知識を学んでいく。 

 同時に、自身が契約の主体となる特定技能雇用契約書等の中身で必要となる労務知識について確認する。 
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1 特定技能雇用契約書 

※これ以降のひな型は、法務省の HP より抜粋：在留資格「特定技能」のページより抜粋 
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2 雇用条件書 
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キーワード memo 

・雇用契約期間 

 

 

・契約の更新 

 

 

・就業の場所 

 

 

・労働時間等 

始業・就業の時刻 

１日の所定労働時間数 

変形労働時間制 

休憩時間 

所定時間外労働の有無 

 

・休日 

 

 

・年次有給休暇 

 

 

・賃金 

基本賃金 

割増賃金率 

賃金締切日 

賃金支払日 

賃金支払方法 

昇給 

賞与 

退職金 

休業手当 

 

・退職に関する事項 

 

 

・社会保険の加入状況、労働保険の適用条件 

 

 

・雇入れ時の健康診断 

 

 

・初回の定期健康診断 
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３ 賃金の支払いに関する別紙 
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キーワード memo 

・基本賃金 

 

 

 

 

 

・諸手当 

 

 

 

 

 

・１か月あたりの支払概算額 

 

 

 

 

 

・賃金支払い時に控除する項目 

税金 

社会保険料 

雇用保険料 

食費 

居住費 

水道光熱費 

通信費 

 

 

 

 

 

・手取り支給額 
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４ 雇用の経緯に係る説明書 
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キーワード memo 

・職業紹介事業者 

 

 

 

 

 

・取次機関（国外） 

 

 

 

 

 

・事前ガイダンス 

 

 

 

 

 

・求職者が自国等の機関に支払った費用 
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５ １号特定技能外国人支援計画書    ※参考 
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６ 徴収費用の説明書 
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第２章 労務管理（労働基準法） 

 

 

労働基
ろうどうき

準法
じゅんほう

は、労働
ろうどう

条件
じょうけん

の最低基準を設けることによって、労働者
ろうどうしゃ

を保護するための法律
ほうりつ

である。 

 

労働条件の原則（法１条） 

労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。 

 

 

 

下記の日本国憲法 25 条 1項と同様の宣言的規定である。 

 

 

 

日本国憲法 25 条 1 項 

すべて国民は、健康
けんこう

で文化的
ぶんかてき

な最低
さいてい

限度
げ ん ど

の生活を営む権利
け ん り

を有する。 

 

 労働基準法で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として

労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努
つと

めなければならない。 

 

 

 

★memo 
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労働条件の決定（法２条） 

労働条件は、労働者と使用者
しようしゃ

が、対等
たいとう

の立場において決定
けってい

すべきものである。労働者及び使用者は、労働
ろうどう

協約
きょうやく

、就 業
しゅうぎょう

規則
き そ く

及び労働
ろうどう

契約
けいやく

を遵守
じゅんしゅ

し、誠実に各々その義務
ぎ む

を履行
り こ う

しなければならない。 

 

 

●労働協約 

 労働組合と使用者又はその団体との間に結ばれる労働条件などに関する協定のこと。 

 

 

●就業規則 

 労働者が就業上守るべき規律や労働条件などについて、使用者が定めた規則
き そ く

のこと。 

 

 

●労働契約 

 個々の労働者と使用者が結んだ、一定の労働条件の下で労働力を提供することを約する契約のこと。 

 

 

 

★memo 
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均等
きんとう

待遇
たいぐう

の原則（法３条） 

使用者は、労働者の国籍
こくせき

、信条
しんじょう

又は社会的
しゃかいてき

身分
み ぶ ん

を理由として、賃金
ちんきん

、労働
ろうどう

時間
じ か ん

その他の労働条件について、

差別的
さべつてき

取 扱
とりあつかい

をしてはならない。 

 

 

●信条 

 特定の宗教的又は政治的信念のこと。 

 

 

●社会的身分 

 生来的な地位のこと。 

 

 

●労働条件 

 職場における労働者の一切の待遇
たいぐう

をいう。賃金、労働時間のほか、解雇
か い こ

、災害
さいがい

補償
ほしょう

、安全
あんぜん

衛生
えいせい

、寄宿舎
きしゅくしゃ

等
とう

に

関する条件も含まれるが、採用
さいよう

は含まれない。 

 

 

 

★memo 
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男女同一賃金の原則（法４条） 

使用者は、労働者が女性
じょせい

であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。 

 

 

 賃金とは、賃金額だけでなく賃金
ちんきん

体系
たいけい

、賃金
ちんきん

形態
けいたい

等
とう

を含む。 

 

  

 男女労働者について、職務
しょくむ

、能率
のうりつ

、技能
ぎ の う

、年齢
ねんれい

、勤続
きんぞく

年数
ねんすう

等
とう

によって賃金に個人的差異が生じても本条違反

ではない。 

 

 

 賃金以外の労働条件について差別することは、男女
だんじょ

雇用
こ よ う

機会
き か い

均等法
きんとうほう

で禁止されている。 

 

 

 

★memo 
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強制
きょうせい

労働
ろうどう

の禁止
き ん し

（法５条） 

使用者は、暴行
ぼうこう

、脅迫
きょうはく

、監禁
かんきん

その他精神
せいしん

又は身体
しんたい

の自由
じ ゆ う

を不当
ふ と う

に拘束
こうそく

する手段
しゅだん

によって、労働者の意思に

反して労働を強制してはならない。 

 

 

 労働者の意思に反して労働を強制するとは、不当な手段を用いることにより労働者の意識ある意思を抑圧し、

その自由な発現を妨げ、労働すべく強制することをいい、必ずしも現実に労働することを必要としない。 

 

 

 本条違反については、１年以上 10 年以下の懲役又は 20 万円以上 300 万円以下の罰金という労働基準法上最

も重い罰則が科せられる。 

 

 

 

★memo 
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中間
ちゅうかん

搾取
さくしゅ

の排除（法６条） 

何人
なんぴと

も、法律
ほうりつ

に基づいて許
ゆる

される場合の外、 業
ぎょう

として他人の 就 業
しゅうぎょう

に介入
かいにゅう

して利益
り え き

を得てはならない。 

 

 

ここでいう法律とは、職業安定法及び船員職業安定法のことをいう。 

 

 

 労働者
ろうどうしゃ

派遣
は け ん

については、他人の就業に介入したことにはならないので、それが合法であるか違法であるかを

問わず、本条違反とならない。 

 

 

●労働者派遣 

 派遣元で雇用する労働者を、派遣先の使用者の指揮命令を受けて、派遣先のために労働に従事させることを

いう。 

 

 

 

★memo 
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公民権
こうみんけん

行使
こ う し

の保障（法７条） 

使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するため

に必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げ

がない限り、請求された時刻を変更することができる。 

 

 

拒むことが禁止されているので、拒んだだけで違反になる。 

 

公民権の行使に係る時間については、有給であると無給であるとは当事者の自由に委ねられている。 

 

 

 

★memo 
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■適用
てきよう

事業
じぎょう

 

 労働基準法は、ほとんどすべての事業（事業場）に適用される。 

 

 

■適用事業の単位 

 労働基準法は、同一場所にあるものは、原則として分割することなく一個の事業として適用され、場所的に

分散しているものは、原則として別個の事業として適用される。 

 

 

■適用
てきよう

除外
じょがい

 

 労働基準法は、同居
どうきょ

の親族
しんぞく

のみを使用する使用する事業及び家事
か じ

使用人
しようにん

については、適用しない。 

  

 

 

■部分的適用除外 

 船員法の適用を受ける船員については、総則に関する規定の一部及びこれらに関する罰則規定等を除き、労

働基準法は適用されない。 

 地方公務員のうち、一般職の職員については、労働基準法の規定の一部が適用されない。 

 

 

 

 

 

★memo 
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■労働者 

 労働基準法における労働者
ろうどうしゃ

とは、職 業
しょくぎょう

の種類を問わず、事業に使用される者で、賃金
ちんきん

を支払われる者をい

う。すなわち、使用者
しようしゃ

の指揮
し き

命令
めいれい

を受けて労働力を提供し、その労働の対償として賃金を支払われる者をいう。

使用
し よ う

従属
じゅうぞく

関係
かんけい

が必要になる。 

 

 

■使用者 

 労働基準法における使用者
しようしゃ

とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項につい

て、事業主のために行為をするすべての者をいう。 

 

 使用者に該当するかどうかは、部長、課長との形式にとらわれることなく、実質的に一定の権限
けんげん

を与えられ

ているかどうかによる。 

 

 

 

 

■労働者派遣 

 労働者
ろうどうしゃ

派遣
は け ん

とは、派遣元
はけんもと

の使用者と労働契約を締結した労働者を派遣先
はけんさき

の使用者の指揮
し き

命令
めいれい

の下で労働させ

る形態をいう。 

 

 

■出向 

 出向には、在籍型出向と移籍型出向がある。 

  

 在籍型
ざいせきがた

出向
しゅっこう

とは、労働者が出向元
しゅっこうもと

との労働契約関係を維持しつつ、出向先
しゅっこうさき

との間に労働契約を締結し、

一般に出向先において労務を提供する就業形態をいう。 

 

 

 移籍型
いせきがた

出向
しゅっこう

とは、出向元と出向労働者との労働契約関係は終了し、出向先との間にのみ労働契約関係があ

る就業形態である。 

 

 

 

★memo 
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■労働契約 

 労働
ろうどう

契約法
けいやくほう

では、労働契約は、労働者が使用者に使用されて労働し、使用者がこれに対して賃金を支払うこ

とについて、労働者及び使用者が合意
ご う い

することによって成立する、と規定されている。 

 そのため、労働契約成立の要件として、書面等は必要ない。 

 

  

労働基準法の強行的
きょうこうてき

効力
こうりょく

・直
ちょく

律的
りつてき

効力
こうりょく

（法 13 条） 

労働基準法で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効
む こ う

とする。この場

合において、無効となった部分は、労働基準法で定める基準による。 

 

 

 

 

 

★memo 
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■労働条件の明示 

絶対的明示事項及び相対的明示事項（法 15 条１項前段） 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなら

ない。 

 

 

明示事項には、必ず明示しなければならない絶対的
ぜったいてき

明示
め い じ

事項
じ こ う

と、定めがある場合には明示しなければならない

相対的
そうたいてき

明示
め い じ

事項
じ こ う

がある。 

絶対的 

明示事項 

①労働契約の期間
き か ん

に関する事項 

②期間の定めのある労働契約を更新
こうしん

する場合の基準に関する事項 

③就業の場所
ば し ょ

及び従事
じゅうじ

すべき業務に関する事項 

④始業
しぎょう

及び 終 業
しゅうぎょう

の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労 

働者を２組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項 

⑤賃金（退職手当等を除く）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切
し め き

り及び支払の時期並び 

に昇 給
しょうきゅう

に関する事項 

⑥退職
たいしょく

（解雇の事由を含む）に関する事項 

相対的 

明示事項 

①退職
たいしょく

手当
て あ て

の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに 

退職手当の支払の時期に関する事項 

②臨時
り ん じ

に支払われる賃金（退職手当を除く）、賞与その他これに準ずるもの並びに最低賃金額 

に関する事項 

③労働者に負担させるべき食費、作業用品等に関する事項 

④安全及び衛生に関する事項 

⑤職 業
しょくぎょう

訓練
くんれん

に関する事項 

⑥災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項 

⑦表 彰
ひょうしょう

及び制裁
せいさい

に関する事項 

⑧休職に関する事項 

 

 

明示の方法（法 15 条１項後段） 

使用者は、労働契約の締結に際し、労働条件を明示する場合においては、賃金及び労働時間に関する事項そ

の他の所定事項については、労働者に対する当該事項が明らかとなる書面の交付により明示しなければなら

ない。 

 

 

 絶対的明示事項のうち、「昇給」を除く事項の明示については、口頭では足りず、書面の交付を要する。 
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労働契約の即時
そ く じ

解雇
か い こ

と帰郷
ききょう

旅費
り ょ ひ

（法 15 条２項３項） 

労働契約の締結に際し明示
め い じ

された労働条件が事実と相違
そ う い

する場合においては、労働者は、即時
そ く じ

に労働契約を

解除
かいじょ

することができる。この場合、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から 14 日以内に

帰郷する場合においては、使用者は、必要な旅費を負担しなければならない。 

 

 

 

 

契約期間の上限（法 14 条１項本文） 

労働契約は、期間の定めのないものを除き、一定の事業の完了に必要な期間を定めるもののほかは、３年（下

記の労働契約にあっては５年）を超える期間について締結してはならない。 

 

 

■５年の上限 

 ① 専門的な知識、技術又は経験であって高度
こ う ど

のものを有する労働者（当該高度の専門的知識等を必

要とする業務に就く者に限る）との間に締結される労働契約 

 ② 満 60 歳以上の労働者との間に締結される労働契約 

 

 

■契約期間の上限の例外 

 一定の事業の完了に必要な期間を定める労働契約については、３年（５年）を超える期間の労働契約を締結

することができる。すなわち、建設工事などの有期的事業の場合は、その完了までの期間の労働契約を締結す

ることができる。 

 

 

■労働者からの解約 

 期間の定めのある労働契約（一定の事業の完了に必要な期間を定めるものを除き、その期間が１年を超える

ものに限る）を締結した労働者（契約期間の上限が５年とされている労働者を除く）であっても、当該契約の

期間の初日から１年を経過した日以後においては、その使用者に申し出ることにより、いつでも退職すること

ができる。 

 

 

 

★memo 
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賠償
ばいしょう

予定
よ て い

の禁止
き ん し

（法 16 条） 

使用者は、労働契約の不履行
ふ り こ う

について違約
い や く

金
きん

を定め、又は損害
そんがい

賠償
ばいしょう

額
がく

を予定する契約をしてはならない。 

 

 

 現実に生じた損害について損害賠償を請求することまで禁止されているわけではない。 

 

 

 

前借金相殺の禁止（法 17 条） 

使用者は、前借金
ぜんしゃくきん

その他労働することを条件
じょうけん

とする前貸
まえかし

の債権と賃金を相殺
そうさい

してはならない。 

 

 

 

強制貯蓄の禁止（法 18 条） 

使用者は、労働契約に付随
ふ ず い

して貯蓄
ちょちく

の契約をさせ、又は貯蓄金を管理
か ん り

する契約をしてはならない。 

 

 

 

任意
に ん い

貯蓄
ちょちく

の禁止（法 18 条） 

使用者は、労働者の貯蓄
ちょちく

金
きん

をその委託
い た く

を受けて管理しようとする場合には、法定の措置をとらなければなら

ない。 

 

 任意貯蓄には、使用者自身が預金を受け入れて直接管理する社内預金の場合と、使用者が受け入れた預金を

労働者の名義で金融機関等に預入し、その通帳や印鑑を使用者が保管する通帳保管の場合がある。 
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■解雇
か い こ

 

解雇
か い こ

制限
せいげん

期間
き か ん

（法 19 条１項本文） 

使用者は、労働者が業務上
ぎょうむじょう

負傷
ふしょう

し、又は疾病
しっぺい

にかかり療養のために休業する期間及びその後 30 日間並びに

産前
さんぜん

産後
さ ん ご

の女性が法 65 条の規定によって休業する期間及びその後 30 日間は、解雇してはならない。 

 

 

 

解雇制限の解除（法 19 条１項但書） 

使用者が、法 81 条の規定によって打切補償
うちきりほしょう

を支払う場合又は天災
てんさい

事変
じ へ ん

その他やむを得ない事由のために事

業の継続が不可能
ふ か の う

となった場合は、法 19 条の解雇制限の規定は適用しない。ただし、事業継続不能の場合

には、その事由について行政
ぎょうせい

官庁
かんちょう

（所轄
しょかつ

労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署長
しょちょう

）の認定
にんてい

を受けなければならない。 

 

 

■打切補償 

 業務上の傷病による療養のために休業している労働者が、療養開始後３年を経過しても傷病がなおらない場

合においては、使用者は、平均賃金の 1200 日分の打切補償を行えば、解雇制限が解除され、その労働者を解

雇したとしても法 19 条には抵触しない。 

 

 

■事業
じぎょう

継続
けいぞく

不能
ふ の う

 

 天災
てんさい

事変
じ へ ん

その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能
ふ か の う

となった場合は、解雇制限が解除されるが、

この場合には、行政
ぎょうせい

官庁
かんちょう

（所轄
しょかつ

労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署長
しょちょう

）の認定
にんてい

を受けなければならない。 
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■解雇
か い こ

予告
よ こ く

 

解雇予告と解雇
か い こ

予告
よ こ く

手当
て あ て

（法 20 条１項本文、２項） 

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも 30 日前にその予告
よ こ く

をしなければならな

い。30 日前に予告をしない使用者は、30 日分以上の平均
へいきん

賃金
ちんきん

を支払わなければならない。 

 

 

 予告の日数は、１日について平均
へいきん

賃金
ちんきん

を支払った場合においては、その日数を短縮
たんしゅく

することができる。 

 

 解雇予告と解雇予告手当については、両者を併用
へいよう

することができる。 

 

 

■解雇予告手当 

 解雇予告手当は賃金ではないが、解雇の申渡
もうしわた

しと同時に、通貨
つ う か

で直接
ちょくせつ

支払わなければならない。 

 

 

■解雇予告の除外
じょがい

 

 天災事変
てんさいじへん

その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事

由に基づいて解雇する場合においては、法 20 条の解雇予告の規定は適用しない。 

 ただし、上記どちらの場合も、その事由について行政官庁（所轄労働基準監督署長）の認定を受けなければ

ならない。 

 

 

 

解雇予告の適用
てきよう

除外
じょがい

（法 21 条） 

法 20 条の解雇予告の規定は、次の労働者については適用しない。ただし、次の期間を超えて引き続き使用

されるに至った場合においては、この限りでない。 

 

解雇予告の適用除外者 解雇予告が必要となる場合 

日日
ひ ひ

雇い入れられる者 1 箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合 

2 箇月以内の期間を定めて使用される者 所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った

場合 季節的業務に 4 箇月以内の期間を定めて使用される者 

試
こころみ

の使用期間中の者 14 日を超えて引き続き使用されるに至った場合 
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■退職
たいしょく

時
じ

等
とう

の証明
しょうめい

等
とう

 

証明書
しょうめいしょ

の交付
こ う ふ

（法 22 条） 

労働者が、退職
たいしょく

の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由（退

職の事由が解雇の場合にあっては、その事由を含む。）について証明書
しょうめいしょ

を請求した場合においては、使用者

は、遅滞
ち た い

なくこれを交付しなければならない。 

労働者が、法 20 条 1 項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、当該解雇の理由について

証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければならない。ただし、解雇の予

告がされた日以後に労働者が当該解雇以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日

以後、これを交付することを要しない。 

 

 

 これらの証明書には、労働者の請求
せいきゅう

しない事項
じ こ う

を記入してはならない。 

 

 

 

通信等の禁止（法 22 条） 

使用者は、あらかじめ第三者と謀
はか

り、労働者の 就 業
しゅうぎょう

を妨
さまた

げることを目的として、労働者の国籍
こくせき

、信条
しんじょう

、

社会的
しゃかいてき

身分
み ぶ ん

若
も

しくは労働
ろうどう

組合
くみあい

運動
うんどう

に関する通信をし、又は退職時等の証明書に秘密
ひ み つ

の記号
き ご う

を記入
きにゅう

してはなら

ない。 

 

 

 

金品の返還（法 23 条） 

使用者は、労働者の死亡又は退職の場合において、権利者の請求
せいきゅう

があった場合においては、7 日以内に賃

金を支払い、積立金
つみたてきん

、保証
ほしょう

金
きん

、貯蓄
ちょちく

金
きん

その他名称
めいしょう

の如何
い か ん

を問わず、労働者の権利に属する金品を返還しな

ければならない。これらの賃金又は金品に関して 争
あらそい

がある場合においては、使用者は、異議
い ぎ

のない部分を、

7 日以内に支払い、又は返還しなければならない。 
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雇
やとい

止
ど

めに関する基準（法 14 条 2 項 3 項） 

厚生労働大臣は、期間の定めのある労働契約の締結
ていけつ

時
じ

及び当該労働契約の期間の満了時において労働者と使

用者との間に紛争
ふんそう

が生ずることを未然
み ぜ ん

に防止するため、使用者が講
こう

ずべき労働契約の期間の満了に係る通知

に関する事項その他必要な事項についての基準を定めることができる。 

 

 

■有期労働契約の締結、更新及び雇止めに関する基準 

 ① 

使用者は、期間の定めのある労働契約（当該契約を３回以上更新し、又は雇入れの日から起算して

１年を超えて継続勤務している者に係るものに限り、あらかじめ当該契約を更新しない旨明示さ

れているものを除く）を更新しないこととしようとする場合には、少なくとも当該契約の期間の

満了する日の 30 日前までに、その予告をしなければならない。 

 ② 
①の場合において、使用者は、労働者が更新しないこととする理由について証明書を請求したと

きは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

 ③ 
①の期間の定めのある労働契約が更新されなかった場合において、使用者は、労働者が更新しな

かった理由について、証明書を請求したときは、遅滞なくこれを交付しなければならない。 

 ④ 

使用者は、期間の定めのある労働契約を労働契約（当該契約を１回以上更新し、かつ、雇入れの日

から起算して１年を超えて継続勤務している者に係るものに限る）を更新しようとする場合にお

いては、当該契約の実態及び当該労働者の希望に応じて、契約期間をできる限り長くするよう努

めなければならない。 
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賃金（法 11 条） 

労働基準法における賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用

者が労働者に支払うすべてのものをいう。 

 

 

■賃金支払い５原則 

 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 

 

 

通貨払の原則（法 24 条１項） 

賃金は、通貨
つ う か

で支払わなければならない。ただし、法令
ほうれい

若しくは労働
ろうどう

協約
きょうやく

に別段の定めがある場合又は一

定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合においては、通貨以外のもので支払うことがで

きる。 

 

 

■法令若しくは労働協約に別段の定めがある場合 

 現在のところ法令で定められているものはない。 

 

■一定の賃金について確実な支払の方法で一定のものによる場合 

 使用者は、労働者の同意を得た場合には、労働者が指定する銀行への振込みなどの方法によって賃金を支払

うことができる。 

 

 

直接払の原則（法 24 条１項前段） 

賃金は、直接労働者に支払わなければならない。 
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全額払の原則（法 24 条１項） 

賃金は、その全額を支払わなければならない。ただし、法令に別段の定めがある場合又は労使協定がある場

合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 

 

 

■労働基準法違反ではない端数処理 

1 箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の時間数の合計に 1 時間未満の端数が生じた場合

に、30 分未満の端数を切り捨て、それ以上を１時間に切り上げること。 

１時間当たりの賃金額及び割増賃金額の１円未満の端数を四捨五入すること。 

1 箇月における時間外労働、休日労働及び深夜業の各々の割増賃金の総額の１円未満の端数を四捨五入する

こと。 

1 箇月の賃金支払額の 100 円未満の端数を四捨五入すること。 

1 箇月の賃金支払額に生じた 1000 円未満の端数を翌月の賃金支払日に繰り越して支払うこと。 

 

 

 

毎月１回以上払の原則・一定期日払の原則（法 24 条２項） 

賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。ただし、臨時の賃金等については、

この限りでない。 

 

 

年俸制の場合であっても、賃金は、毎月一回以上、一定の期日を定めて支払わなければならない。 

 

 

非常時払
ひじょうじばらい

（法 25 条） 

使用者は、労働者が出産
しゅっさん

、疾病
しっぺい

、災害
さいがい

等
とう

の非常
ひじょう

の場合の費用に充
あ

てるために請求する場合においては、支

払期日前であっても、既往
き お う

の労働に対する賃金を支払わなければならない。 
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休 業
きゅうぎょう

手当
て あ て

（法 26 条） 

使用者の責
せめ

に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃

金の 100 分の 60 以上の手当を支払わなければならない。 

 

 

 所定休日については、休業手当を支払わなくてもよい。 

 派遣労働者について、使用者の責に帰すべき事由があるかどうかの判断は派遣元の使用者についてなされる。 

 

 

 

出来高払制の保障給（法 27 条） 

出来高払制
できだかばらいせい

その他の請負制
うけおいせい

で使用する労働者については、使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障を

しなければならない。 

 

 

 当該保障においては、少なくとも平均賃金の 60％程度を保障することが妥当であると解されている。 
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平均賃金の原則額（法 12 条１項本文） 

労働基準法で平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日（賃金締切日がある場合においては、直前

の賃金締切日）以前 3 個月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額

をいう。 

 

 

 条文では、算定事由発生日以前となっているが、実際には算定事由発生日は含めず、その前日からの 3 個月

間で算定する扱いになっている。 

 

 

賃金の総額に算入しないもの（法 12 条４項本文） 

賃金の総額には、臨時に支払われた賃金及び 3 箇月を超える期間ごとに支払われる賃金並びに通貨以外の

もので支払われた賃金で一定の範囲に属しないものは算入しない。 

 

 

 

算定期間及び賃金の総額から控除するもの（法 12 条３項） 

平均賃金の算定期間中に次の期間がある場合においては、その日数及びその期間中の賃金は、平均賃金の算

定期間及び賃金の総額から控除する。 

 

 

 ① 業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間 

 ② 産前産後の女性が法 65 条の規定によって休業した期間 

 ③ 使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間 

 ④ 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律に規定する育児休業又

は介護休業をした期間 

 ⑤ 試の使用期間 

 

 

 

平均賃金の最低
さいてい

保証
ほしょう

額
がく

（法 12 条１項但書） 

賃金が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められた場

合、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の 100 分の 60 を最低保証する。 

 

 

  



42 

 

■労働時間 

 労働基準法 32 条の「労働時間」とは、使用者の明示
め い じ

又は黙示
も く じ

の指示によって、労働者が使用者の指揮
し き

命令下
めいれいか

に置かれている時間をいう。 

 労働時間に該当するかどうかは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができ

るかどうかによって客観的に定めるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決

定されるものではない。 

 

 手待
て ま ち

時間
じ か ん

（待機時間）は、労働時間になる。 

 特殊
とくしゅ

健康
けんこう

診断
しんだん

の受診時間は、労働時間になる。 

 一般
いっぱん

健康
けんこう

診断
しんだん

（一時健康診断や二次健康診断）の受診時間は、労働時間にならない。 

 

 

 

事業場を異にする場合（法 38 条１項） 

労働時間は、事業場を異
こと

にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算
つうさん

する。 

 

 

 異なる事業主の複数の事業場で労働する場合も「事業場を異にする場合」に該当するので、労働時間は通算

される。 

 

 

 

坑内労働の場合（法 38 条２項） 

坑内
こうない

労働
ろうどう

については、労働者が坑口
こうこう

に入った時刻から抗口を出た時刻までの時間を、休憩時間を含め労働時

間とみなす。ただし、この場合においては、休憩の一斉付与及び休憩の自由利用の規定は適用しない。 
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法定
ほうてい

労働
ろうどう

時間
じ か ん

 原則（法 32 条） 

使用者は、労働者に、休憩時間を除き１週間について 40 時間を超えて、労働させてはならない。１週間の

各日については、休憩時間を除き１日について８時間を超えて、労働させてはならない。 

 

 

■労働時間の特例 

 商 業
しょうぎょう

、映画
え い が

・演劇業
えんげきぎょう

（映画の製作の事業を除く。）保健
ほ け ん

衛生業
えいせいぎょう

及び接客
せっきゃく

娯楽業
ごらくぎょう

のうち常時 10 人未満の

労働者を使用するもの（特例
とくれい

事業
じぎょう

）については、特例として１週間の法定労働時間が 44 時間とされている。 

 

 

■休憩の３原則 

 休憩は、労働時間の途中
とちゅう

に、一斉
いっせい

に与え、自由
じ ゆ う

に利用
り よ う

させなければならない。 

 ①途中
とちゅう

付与
ふ よ

の原則 

  休憩時間は労働時間の途中に与えなければならない。 

 ②一斉
いっせい

付与
ふ よ

の原則 

  休憩時間は一斉に与えなければならない。ただし、当該事業場に労使協定があるときは、この限りでない。 

 ③自由
じ ゆ う

利用
り よ う

の原則 

  使用者は、休憩時間を自由に利用させなければならない。 

  休憩時間中の外出を許可制とすることは、事業場内において自由に休息しうる場合であれば差し支えない。 

 

 

休憩時間（法 34 条１項） 

使用者は、労働時間が６時間を超える場合においては少なくとも 45 分、８時間を超える場合においては少

なくとも１時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。 

 

 

 

 

★memo 
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■休日（法 35 条） 

法定休日 

使用者は、労働者に対して、毎週少なくとも１回の休日を与えなければならない。この規定は、４週間を通

じ４日以上の休日を与える使用者については適用しない。 

 

 

■休日の振替
ふりかえ

と代休
だいきゅう

 

 あらかじめ休日（労働義務のない日）と定められている日を労働日（労働義務のある日）とし、その代わり

に他の労働日を休日とすることを休日の振替という。 

 これに対し、休日に労働を行った後に、その代償としてその後の特定の労働日の労働義務を免除
めんじょ

することを

代休という。 

 

 

 

 

 

★memo 

 

  



45 

 

■労働時間等の適用除外 

法 41 条該当者の労働時間・休憩・休日の適用除外（法 41 条） 

労働基準法第４章（労働時間等）、第６章（年少者
ねんしょうしゃ

）及び第６章の２（妊産婦
にんさんぷ

等
とう

）で定める労働時間、休憩

及び休日に関する規定は、次のいずれかに該当する労働者については適用
てきよう

しない。 

 

 ①  農業
のうぎょう

又は水産
すいさん

・畜産業
ちくさんぎょう

に従事
じゅうじ

する者 

 ②  事業の種類にかかわらず監督
かんとく

若しくは管理
か ん り

の地位
ち い

にある者又は機密
き み つ

の事務
じ む

を取り扱う者 

 ③  監視
か ん し

又は断続的
だんぞくてき

労働
ろうどう

に従事する者で、使用者が行政
ぎょうせい

官庁
かんちょう

（所轄
しょかつ

労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署長
しょちょう

）の許可
き ょ か

を受

けたもの 

 

 

 法 41 条該当者であっても、深夜業
しんやぎょう

の規定と年次
ね ん じ

有給
ゆうきゅう

休暇
きゅうか

の規定は適用される。 

 

 

 

 

★memo 
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特定
とくてい

高度
こ う ど

専門
せんもん

業務
ぎょうむ

・成果型
せいかがた

労働制
ろうどうせい

（高度プロフェッショナル制度）の対象労働者に係る労働時間等の適用除

外（法 41 条の２） 

労使
ろ う し

委員会
いいんかい

が設置された事業場において、当該委員会がその委員の５分の４以上の多数による議決により次

に掲げる事項に関する決議をし、かつ、使用者が、厚生労働省令で定めるところにより当該決議を行政
ぎょうせい

官庁
かんちょう

（所轄
しょかつ

労働
ろうどう

基準
きじゅん

監督
かんとく

署長
しょちょう

）に届け出た場合において、次表②に掲げる労働者の範囲に属する労働者（対象

労働者）であって書面その他の厚生労働省令で定める方法によりその同意
ど う い

を得たものを当該事業場における

次表①に掲げる業務に就かせたときは、労働基準法第４章（労働時間等）で定める労働時間、休憩、休日及

び深夜の割増賃金に関する規定は、対象労働者については適用しない。 

 

 

 高度
こ う ど

プロフェッショナル制度に係る労使委員会の決議事項は、下記のように定められている。 

 なお、③～⑤の措置のいずれかを使用者が講じていない場合は、高度プロフェッショナル制度を採用するこ

とはできない。 

 

 

①対象業務 

高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事した時間と従事して得た成果との関連性が通常高くないと

認められるものとして定める次の A から E までの業務のうち、労働者に就かせることとする業務（当該業務

に従事する時間に関し使用者から具体的な指示（業務量に比して著しく短い期限の設定その他の実質的に当

該業務に従事する時間に関する指示と認められるものを含む）を受けて行うものを除く。）） 

 

 

 

 A  金融
きんゆう

工学
こうがく

等
とう

の知識を用いて行う金融
きんゆう

商品
しょうひん

の開発の業務 

 B  資産
し さ ん

運用
うんよう

（指図を含む）の業務又は有価
ゆ う か

証券
しょうけん

の売買その他の取引の業務のうち、投資判断に基づ

く資産運用の業務、投資判断に基づく資産運用として行う有価証券の売買その他の取引の業務又

は投資判断に基づき自己の計算において行う有価証券の売買その他の取引の業務 

 C  有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に

関する助言の業務 

 D 顧客の事業の運営に関する重要な事項についての調査又は分析及びこれに基づく当該事項に関す

る考案又は助言の業務 

 E 新たな技術、商品又は役務の研究開発の業務 
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①対象労働者の範囲 

高度プロフェッショナル制度により労働する期間において次のいずれにも該当する労働者であって、対象業

務に就かせようとするものの範囲 

使用者との間の次の方法による合意に基づき職務が明確に定められていること 

使用者が、次のアからウまでに掲げる事項を明らかにした書面に対象労働者の署名を受け、当該書面の交付

を受ける方法（当該対象労働者が希望した場合にあっては、当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記

録の提供を受ける方法） 

 ア 業務の内容 

 イ 責任の程度 

 ウ 職務において求められる成果その他の職務を遂行するに当たって求められる水準 

労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を１年間当たりの賃金の額に換算した額が

基準
きじゅん

年間
ねんかん

平均
へいきん

給与
きゅうよ

額
がく

（毎月勤労統計における毎月きまって支給する給与の額の１月分から 12 月分までの各

月分の合算額をいう）の３倍の額を相当
そうとう

程度
て い ど

上回る水準として定める額（1,075 万円）以上であること 

 

 

 

③健康
けんこう

管理
か ん り

時間
じ か ん

の把握
は あ く

措置
そ ち

 

対象業務に従事する対象労働者の健康管理を行うために当該対象労働者が事業場内にいた時間（労使委員会

で休憩時間その他対象労働者が労働していない時間を除くことを決議したときは、当該決議に係る時間を除

いた時間）と事業場外において労働した時間との合計の時間を把握する措置（厚生労働省令で定める方法に

限る）を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること 

 

 

 

④休日
きゅうじつ

確保
か く ほ

措置
そ ち

 

対象業務に従事する対象労働者に対し、１年間を通じ 104 日以上、かつ、４週間を通じ４日以上の休日を当

該決議及び就業規則その他これに準ずるもので定めるところにより使用者が与えること 
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⑤選択的
せんたくてき

措置
そ ち

 

対象業務に従事する対象労働者に対し、次のいずれかに該当する措置を当該決議及び就業規則その他これに

準ずるもので定めるところにより使用者が講ずること 

労働者ごとに始業から 24 時間を経過するまでに 11 時間以上の継続した休息時間を確保し、かつ、深夜の時

間帯（原則午後 10 時から午前 5 時までの間）において労働させる回数を１箇月について４回以内とするこ

と 

１週間当たりの健康管理時間が 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間について、１箇月当たり 100

時間又は３箇月当たり 240 時間を超えない範囲内とすること 

１年に１回以上の継続した２週間（労働者が請求した場合においては、１年に２回以上の継続した１週間）

（使用者が当該期間において、法定の年次有給休暇を与えたときは、当該有給休暇を与えた日を除く）につ

いて、休日を与えること 

１週間当たりの健康管理時間が 40 時間を超えた場合におけるその超えた時間が１箇月当たり 80 時間を超

えた労働者又は申出があった労働者に健康診断（労働安全衛生法に基づく定期健康診断の項目であって脳・

心臓疾患との関連が認められるもの及び当該労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況その他心身の状況の確

認に係る項目を含むものに限る）を実施すること 

 

 

 

⑥健康
けんこう

管理
か ん り

時間
じ か ん

の状況に応じた健康
けんこう

・福祉
ふ く し

確保
か く ほ

措置
そ ち

 

対象業務に従事する対象労働者の健康管理時間の状況に応じた当該対象労働者の健康及び福祉を確保する

ための措置であって、当該対象労働者に対する有給休暇（法定の年次有給休暇を除く）の付与、健康診断の

実施その他の措置のうち当該決議で定めるものを使用者が講ずること 

 

 

 

⑦本人
ほんにん

同意
ど う い

の撤回
てっかい

に関する手続 

対象労働者の本人同意の撤回に関する手続 

 

 

 

⑧苦情
くじょう

処理
し ょ り

措置
そ ち

 

対象業務に従事する対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が

講ずること 
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⑨不利益
ふ り え き

取扱
とりあつか

いの禁止
き ん し

 

使用者は、本人同意をしなかった対象労働者に対して解雇
か い こ

その他不利益な取扱いをしてはならないこと 

 

 

 

⑩～⑬その他厚生労働省令で定める事項 

 

 ⑩ 決議の有効期間の定め及び当該決議は再度の決議をしない限り更新されない旨 

 ⑪ 労使委員会の開催頻度及び開催時期 

 ⑫ 常時 50 人未満の労働者を使用する事業場である場合には、労働者の健康管理等を行うのに必要な

知識を有する医師を選任すること 

 ⑬ 使用者は、次の a から e までに関する対象労働者ごとの記録及びｆに関する記録を前記⑩の有効

期間中及び当該有効期間の満了後（原則）５年間（当分の間、３年間）保存すること 

a 本人同意及びその撤回 

b 合意に基づき定められた職務の内容 

c 支払われると見込まれる賃金の額 

d 健康管理時間の状況 

e 前期④⑤⑥⑧に規定する措置の実施状況 

f 前期⑫の規定による医師の選任 

 

 

 

 

★memo 
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労使委員会の要件（法 38 条の４第２項） 

 

労使委員会は、次の①～③に適合するものでなければならない。 

 

 ① 当該委員会の委員の半数については、管理監督者以外の者の中から、労働者の過半数で組織する

労働組合（ない場合には、労働者の過半数代表者）に任期を定めて指名されていること 

 ② 当該委員会の議事について、議事録が作成され、かつ、５年間（当分の間、３年間）保存されると

ともに、当該事業場の労働者に対する周知が図られていること 

 ③ 当該委員会の運営について必要な事項に関する規程が定められていること 

 

 

 

労使委員会の決議の効果（法 38 条の４第５項） 

 

 労使委員会において、休憩、変形労働時間制、時間外・休日労働、代替休暇、みなし労働時間制又は年次有

給休暇に関して、その委員の５分の４以上の多数による議決による決議が行われたときは、当該決議は、これ

らに係る労使協定等と同様の効果を有する。 

 

 三六協定に代わる決議を除き、当該決議を行政官庁に届け出る必要はない。 
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51 

 

■変形
へんけい

労働
ろうどう

時間制
じかんせい

 

 

 変形労働時間制は、労働時間を短縮
たんしゅく

することを目的とする制度。 

 労使が労働時間の短縮を自ら工夫しつつ進めていくことが容易となるような柔軟な枠組みである。 

 

 

 ① １箇月単位の変形労働時間制 

 ② １年単位の変形労働時間制 

 ③ フレックスタイム制 

 ④ １週間単位の非定型的変形労働時間制 

 

 

 

■１箇月単位の変形労働時間制 

１箇月単位の変形労働時間制の採用要件（法 32 条の２） 

使用者は、労使協定により、又は就業規則その他これに準ずるものにより、１箇月以内の一定の期間を平均

し１週間当たりの労働時間が 40 時間（特例事業の場合は 44 時間）を超えない定めをしたときは、その定め

により、特定された週において 40 時間（特例事業の場合は 44 時間）又は特定された日において８時間を超

えて労働させることができる。 

 

 当該労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 

 

 

■規定する事項 

 ① 変形
へんけい

期間
き か ん

（１箇月以内の一定の期間） 

 ② 変形期間の起算日 

 ③ 変形期間を平均し、１週間当たりの労働時間が週法定労働時間を超えない定め 

 ④ 変形期間における各日、各週の労働時間 

 ⑤ 労使協定に定めた場合は、その労使協定（労働協約である場合を除く）の有効期間の定め 
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■１年単位の変形労働時間制 

１年単位の変形労働時間制の採用要件（法 32 条の４第１項第４項） 

使用者は、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で対象期間として定められた期間を平均

し１週間当たりの労働時間が 40 時間を超えない範囲内において、当該協定で定めるところにより、特定さ

れた週において 40 時間又は特定された日において８時間を超えて、労働させることができる。 

 

当該労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 

 

 

■規定する事項 

 ① 対象
たいしょう

労働者
ろうどうしゃ

の範囲 

 ② 対象
たいしょう

期間
き か ん

（１箇月を超え１年以内の期間に限る）及びその起算日 

 ③ 特定
とくてい

期間
き か ん

（対象期間中の特に業務が繁忙な期間） 

 ④ 対象期間における労働日及び当該労働日ごとの労働時間 

 ⑤ 当該労使協定（労働協約である場合を除く）の有効
ゆうこう

期間
き か ん

の定め 

 

 

■労働日数の限度 

 対象期間が３箇月を超える変形労働時間制を採用する場合、対象期間における労働日数は、１年当たり 280

日が限度。 

 

 

■労働時間の限度 

１日の労働時間の限度は 10 時間、１週間の労働時間の限度は 52 時間とされている。 

 また、対象期間が３箇月を超えるときは、次のいずれにも適合しなければならない。 

 ① 対象期間において、その労働時間が 48 時間を超える週が連続する場合の週数が３以下であること 

 ② 対象期間をその初日から３箇月ごとに区分した各期間（３箇月未満の期間が生じたときは、その

期間）において、その労働時間が 48 時間を超える週の初日の数が３以下であること 

 

 

■連続労働日数の限度 

 対象期間における連続して労働させる日数の限度は６日、特定期間における連続して労働させる日数の限度

は１週間に１日の休日が確保できる日数とされている。 
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■フレックスタイム制 

フレックスタイム制の採用要件（法 32 条の３第１項） 

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の

決定に委ねることとした労働者については、労使協定により、所定の事項を定めたときは、その協定で清算
せいさん

期間
き か ん

として定められた期間を平均し１週間当たりの労働時間が 40 時間（特例事業であって、清算期間が１

箇月以内の場合は 44 時間）を超えない範囲内において、１週間において 40 時間（特例事業であって、清算

期間が１箇月以内の場合は 44 時間）又は１日において８時間を超えて、労働させることができる。 

 

 

 

■規定する事項 

 ① フレックスタイム制により労働させることができることとされる労働者の範囲 

 ② 清算
せいさん

期間
き か ん

（３箇月以内の期間に限る）及びその起算日 

 ③ 清算期間における総労働時間 

 ④ 標 準
ひょうじゅん

となる１日の労働時間 

 ⑤ 労働者が労働しなければならない時間帯
じかんたい

（コアタイム）を定める場合には、その時間帯の開始及び

終了の時刻 

 ⑥ 労働者がその選択により労働することができる時間帯（フレキシブルタイム）に制限を設ける場

合には、その時間帯の開始及び終了の時刻 

 ⑦ 清算期間が１箇月を超えるものである場合にあっては、当該労使協定（労働協約による場合を除

く）の有効期間の定め 

 

 

 

■労働時間の限度 

 清算期間が１箇月を超えるものであるときは、使用者は、清算期間をその開始の日以後１箇月ごとに区分し

た各期間（最後に１箇月未満の期間を生じたときは、当該期間）ごとにその各期間を平均し１週間当たりの労

働時間が 50 時間を超えない範囲内において労働させることができる。 

 

 

 

■労使協定の届け出 

 フレックスタイム制に係る労使協定は、１箇月を超える清算期間を定める場合のみ、行政官庁（所轄労働基

準監督署長）への届出を要する。 
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■１週間単位の非定型的変形労働時間制 

１週間単位の非定型的変形労働時間制の採用要件（法 32 条の５第１項第３項） 

使用者は、日ごとの業務に著しい繁
はん

閑
かん

の差
さ

が生ずることが多く、かつ、これを予測
よ そ く

した上で就業規則その他

これに準ずるものにより各日の労働時間を特定することが困難
こんなん

であると認められる小売業
こうりぎょう

、旅館
りょかん

、料理店
りょうりてん

及

び飲食店
いんしょくてん

の事業であって、常時
じょうじ

使用
し よ う

する労働者の数が 30 人未満のものに従事する労働者については、労使

協定を定めたときは、１日について 10 時間まで労働させることができる。 

 

 １週間の所定労働時間については、労使協定において 40 時間の範囲内で定める必要がある。 

 

 当該労使協定は、所轄労働基準監督署長に届け出なければならない。 

 

 

 

■労働時間の通知 

 使用者は、労働者を１週間単位の非定型的変形労働時間制により労働させる場合には、労働させる１週間の

各日の労働時間を、少なくとも、当該１週間の開始する前に、書面により通知しなければならない。 

 ただし、通知した後、緊急でやむを得ない事由が発生した場合には、変更しようとする日の前日までに書面

により労働者に通知することにより、あらかじめ通知した労働時間を変更することができる。 
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■時間外労働・休日労働 

 使用者は、臨時
り ん じ

の必要がある場合又は三六
さぶろく

協定
きょうてい

の締結・届出をした場合には、法定労働時間を超えて、又

は法定休日に労働させることができる。 

 

 

 

■臨時の必要による時間外労働・休日労働 

災害
さいがい

等
とう

の場合の時間外労働・休日労働（法 33 条１項） 

災害その他の避けることのできない事由によって、臨時
り ん じ

の必要がある場合においては、使用者は、行政官庁

（所轄労働基準監督署長）の許可を受けて、その必要の限度において法定の労働時間を延長し、又は法定の

休日に労働させることができる。ただし、事態
じ た い

急迫
きゅうはく

のために行政官庁（所轄労働基準監督署長）の許可
き ょ か

を

受ける暇
ひま

がない場合においては、事後
じ ご

に遅滞
ち た い

なく届け出なければならない。 

 

 

 

公務のために臨時の必要がある場合（法 33 条３項） 

公務のために臨時の必要がある場合においては、官公署の事業（現業を除く。）に従事する国家公務員及び

地方公務員については、法定の労働時間を延長し、又は法定の休日に労働させることができる。 
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■三六
さぶろく

協定
きょうてい

による時間外労働・休日労働 

三六協定の締結・届出（法 36 条１項） 

使用者は、労使協定をし、これを行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出た場合においては、法定の労

働時間又は法定の休日に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによって労働時間を延長し、又

は休日に労働させることができる。 

 

 

 

■三六協定の締結事項 

 ① 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 

 ② 対象
たいしょう

期間
き か ん

（労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、１年間に限るも

のとする） 

 ③ 労働時間を延長
えんちょう

し、又は休日に労働させることができる場合 

 ④ 対象期間における１日、１箇月及び１年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させ

ることができる時間又は労働させることができる休日の日数 

 ⑤ 当該労使協定（労働協約による場合を除く）の有効期間の定め 

 ⑥ ④の１年の起算日 

 ⑦ 後述の時間外・休日労働の上限に定める要件を満たすこと 

 

 

 なお、三六協定に特別条項を設ける場合には、次の⑧から⑪までについても定めなければならない。 

 ⑧ 限度
げ ん ど

時間
じ か ん

を超えて労働させることができる場合 

 ⑨ 限度時間を超えて労働させる労働者に対する健康
けんこう

及び福祉
ふ く し

を確保するための措置 

 ⑩ 限度時間を超えた労働に係る割増賃金の率 

 ⑪ 限度時間を超えて労働させる場合における手続 

 

 

 

■限度
げ ん ど

時間
じ か ん

 

 労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情

を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限ることとされている。 

 この限度時間は、１箇月について 45 時間及び１年について 360 時間（１年単位の変形労働時間制の対象期

間として３箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっては、１箇月について 42 時間及び１年について

320 時間）とされている。 
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■特別
とくべつ

条項
じょうこう

 

 当該事業場における通常
つうじょう

予見
よ け ん

することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に限度時間を超えて

労働させる必要がある場合において、１箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働さ

せることができる時間（協定した時間を含め 100 時間未満の範囲に限る。）並びに１年について労働時間を延

長して労働させることができる時間（協定した時間を含め 720 時間未満の範囲内に限る。）を定めることがで

きる。 

 この場合において、三六協定に、併せて対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が１箇月につ

いて 45 時間（１年谷の変形労働時間制の対象期間として３箇月を超える期間を定めて労働させる場合にあっ

ては、１箇月について 42 時間）を超えることができる月数（１年について６箇月以内に限る。）を定めなけれ

ばならない。 

 

 

 

■時間外
じかんがい

・休日
きゅうじつ

労働
ろうどう

の制限 

使用者は、三六協定で定めるところによって、労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場

合であっても、次の時間については、それぞれに定めるものとしなければならない。 

①  １箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において

労働させた時間 
100 時間未満であること 

②   対象期間の初日から１箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の

直前の１箇月、２箇月、３箇月、４箇月及び５箇月の期間を加えた

ぞれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日

において労働させた時間の１箇月当たりの平均時間 

80 時間を超えないこと 

 

 

 

■坑内
こうない

労働
ろうどう

の延長の上限 

 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、１日について労働時間を延長して労

働させた時間は、２時間を超えないものとしなければならない。 
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■割増
わりまし

賃金
ちんきん

 

割増率
わりましりつ

（法 37 条１項２項４項） 

使用者が、臨時の必要又は三六協定により法定労働時間を延長し、又は法定休日に労働させた場合において

は、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の２割５分以上５割

以下の範囲内で、労働者の福祉、時間外又は休日の労働の動向その他の事情を考慮して政令で定める率以上

の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

 

 

 使用者が、午後 10 時から午前５時までの間において労働させた場合においては、その時間の労働について

は、通常の労働時間の賃金の計算額の２割５分以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 

 

 

 

■割増賃金の算定 

 通常の労働時間又は労働日の賃金については、原則として、時給制の場合であればその時給の金額、日給制

の場合であれば、その日給を１日の所定労働時間数で除した金額、月給制の場合であれば、その月給を月にお

ける所定労働時間数で除した金額になる。 

 また、出来高払制などの請負制の場合は、その賃金算定期間の賃金の総額をその賃金算定期間における総労

働時間数で除した金額になる。 

 

 

 

■除外
じょがい

賃金
ちんきん

 

 次の賃金は、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくて差支えない。 

 ① 家族
か ぞ く

手当
て あ て

（ただし、家族数に関係なく一律に支給されるものは算入しなければならない。） 

 ② 通勤
つうきん

手当
て あ て

（ただし、通勤手当のうち一定額が最低額として距離にかかわらず支給される場合の当

該一定額は算入しなければならない。） 

③  別居
べっきょ

手当
て あ て

 

④  子女
し じ ょ

教育
きょういく

手当
て あ て

 

⑤  住宅
じゅうたく

手当
て あ て

（ただし、住宅に要する費用にかかわらず一律に定額で支給されるものや住宅に要する

費用以外の費用に応じて算定されるものは算入しなければならない） 

⑥  臨時に支払われた賃金 

⑦  １箇月を超える期間ごとに支払われる賃金 
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■代替
だいたい

休暇
きゅうか

（37 条３項） 

 使用者が、労使協定により、延長して労働させた時間が１箇月について 60 時間を超えたために、その超え

た時間の労働について、通常の労働時間の賃金の計算額の５割以上の率で計算した割増賃金を支払わなければ

ならない労働者に対して、当該割増賃金の支払に代えて、通常の労働時間の賃金が支払われる休暇（年次有給

休暇を除くものとし、代替休暇を与えること）を定めた場合において、当該労働者が代替休暇を取得したとき

は、当該 60 時間を超えた時間のうち、当該取得した代替休暇に対応する時間の労働については、当該割増賃

金を支払うことを要しない。 

 

 

 

■代替休暇の単位 

 当該単位は、１日又は半日としなければならない。 

 

 

 

■代替休暇を与えることができる期間 

 当該期間は、時間外労働が１箇月について 60 時間を超えた当該１箇月の末日の翌日から２箇月以内としな

ければならない。 
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■みなし労働時間制 

 みなし労働時間制とは、その日の実際の労働時間にかかわらず、その日はあらかじめ定めておいた時間労働

したものとみなす制度である。 

  

 

 ① 事業場外
じぎょうじょうがい

労働
ろうどう

のみなし労働時間制 

 ② 専門
せんもん

業務型
ぎょうむがた

裁量
さいりょう

労働制
ろうどうせい

 

 ③ 企画
き か く

業務型
ぎょうむがた

裁量
さいりょう

労働制
ろうどうせい

 

 

 なお、みなし労働時間制が適用される場合であっても、休憩
きゅうけい

、深夜業
しんやぎょう

、休日
きゅうじつ

に関する規定は適用される。 
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■事業場外労働のみなし労働時間制 

 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合において、労働時間を算定し難い

ときは、次のようにみなす。 

 

 

 ① 原則として、所定労働時間労働したものとみなす。 

 ② 当該業務を遂行するためには通常所定労働時間を超えて労働することが必要となる場合において

は、当該業務に関しては、、当該業務の遂行に通常必要とされる時間労働したものとみなす。 

 ③ ②の場合における当該業務の遂行に通常必要とされる時間は、突発的に生ずるものは別として、

できる限り、労使協定により定めなければならない。そして、②の場合において、当該業務に関

し、労使協定があるときは、その協定で定める時間を当該業務の遂行に通常必要とされる時間と

する。 

 

 

原則 所定
しょてい

労働
ろうどう

時間
じ か ん

 

所定労働時間超 通常必要とされる時間 

労使協定 協定で定める時間 

 

 

 

■労使協定 

 労使協定には、次の事項を定めるとともに、①の時間数が法定労働時間以下である場合を除き、その協定を

行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出なければならない。 

①  当該業務の遂行に通常必要とされる１日当たりの労働時間数 

②  労使協定（労働協約である場合を除く）の有効期間 
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■専門業務型裁量労働制 

 使用者が、労使協定により所定事項を定めた場合において、労働者を専門業務型裁量労働制の対象業務に就

かせたときは、当該労働者は、その協定で定める時間労働したものとみなされる。 

 

 

 

■対象業務 

 ① 新商品
しんしょうひん

若しくは新技術
しんぎじゅつ

の研究
けんきゅう

開発
かいはつ

又は人文
じんぶん

科学
か が く

若しくは自然
し ぜ ん

科学
か が く

に関する研究の業務 

 ② 
情報
じょうほう

処理
し ょ り

システムの分析
ぶんせき

又は設計
せっけい

の業務 

③  新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取

材若しくは編集の業務 

④  衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務 

⑤  放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務 

⑥  その他厚生労働大臣の指定する業務 

 

 

■労使協定 

 労使協定には、次の事項を定めるとともに、②の時間数が法定労働時間以下であっても、当該協定を行政官

庁（所轄労働基準監督署長）に届け出なければならない。 

 ① 対象業務 

 ② 対象業務に従事する労働者の労働時間として算定される１日当たりの労働時間数 

 ③ 対象業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し、当該対象業務に従事する労働者に対し使用

者が具体的な指示をしないこと 

 ④ 対象業務に従事する労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するため

の措置を当該協定で定めるところにより使用者が講ずること 

 ⑤ 対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置を当該協定で定めるところにより使用

者が講ずること 

 ⑥ 当該協定の有効期間の定め（当該協定が労働協約である場合を除く） 

 ⑦ 使用者は、次の事項に関する労働者ごとの記録を⑥の有効期間中及び当該有効期間の終了後（原

則）５年間（当分の間、３年間）保存すること 

・対象業務に従事する労働者の労働時間の状況並びに当該労働者の健康及び福祉を確保するため

の措置として講じた措置 

・対象業務に従事する労働者からの苦情の処理に関する措置として講じた措置 
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■企画業務型裁量労働制 

 労使委員会が設置された事業場において、当該委員会がその委員の５分の４以上の多数による議決により、

所定の事項に関する決議をし、かつ、使用者が当該決議を行政官庁（所轄労働基準監督署長）に届け出た場合

において、企画業務型裁量労働制の対象業務を適切に遂行するための知識、経験等を有する労働者を当該事業

場における当該対象業務に就かせたときは、当該労働者は、当該決議で定める時間労働したものとみなす。 

 

 

 

■決議事項 

 ① 対象
たいしょう

業務
ぎょうむ

 

 ② 対象労働者の範囲 

 ③ 対象労働者の１日当たりの労働時間 

 ④ 対象労働者の労働時間の状況に応じた当該労働者の健康及び福祉を確保するための措置を当該決

議で定めるところにより使用者が講ずること 

 ⑤ 対象労働者からの苦情の処理に関する措置を当該決議で定めるところにより使用者が講ずること 

 ⑥ 使用者は、対象労働者を対象業務に就かせたときは、当該決議で定める時間労働したものとみな

すことについての当該労働者の同意を得なければならないこと及び当該同意をしなかった当該労

働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこと 

 ⑦ その他厚生労働省令で定める事項 
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■年次
ね ん じ

有給
ゆうきゅう

休暇
きゅうか

 

年次有給休暇の発生要件（法 39 条１項） 

使用者は、その雇入
やといい

れの日から起算して６箇月間継続
けいぞく

勤務
き ん む

し全労働日の８割以上出勤した労働者に対して、

継続し、又は分割
ぶんかつ

した 10 労働日の有給休暇を与えなければならない。 

 

 

 

■時季
じ き

指定権
していけん

と時季
じ き

変更権
へんこうけん

（法 39 条５項） 

 使用者は、年次有給休暇を労働者の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次

有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。 

 

 

 

■年次有給休暇の効果 

 年次有給休暇が成立すると、その時季指定された日について、労働義務が消滅する。 

 

 

 

■付与日数 

 年次有給休暇の付与日数は、入社して最初の６箇月間継続勤務すると、10 労働日となる。 

 ６箇月経過日以降２年間は、１年間継続勤務するたびに１労働日が加算され、２年６箇月経過日以降は、１

年間継続勤務するたびに２労働日が加算される。 

 ただし、付与日数は 20 労働日で打ち止めになる。 

 

勤続年数 0.5 年 1.5 年 2.5 年 3.5 年 4.5 年 5.5 年 6.5 年 

付与日数 10 日 11 日 12 日 14 日 16 日 18 日 20 日 

 

 当該付与日数は法定のものなので、これを減じてはならない。 

 

 年次有給休暇の権利は、２年で時効により消滅する。 
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■時間
じ か ん

単位
た ん い

年休
ねんきゅう

の付与 

 使用者は、労使協定により、次の①～④の事項を定めた場合において、①の労働者の範囲に属する労働者が

年次有給休暇を時間を単位として請求したときは、年次有給休暇の日数のうち、②の日数については、労使協

定で定めるところにより、時間を単位として年次有給休暇を与えることができる。なお、この労使協定は、行

政官庁に届け出る必要はない。 

 

 ① 時間を単位として有給休暇を与えることができることとされる労働者の範囲 

 ② 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数（５日以内に限る） 

 ③ 時間を単位として与えることができることとされる有給休暇１日の時間数 

 ④ １時間以外の時間を単位として有給休暇を与えることとする場合には、その時間数 

 

 

 

■計画的
けいかくてき

付与
ふ よ

 

 使用者は、労使協定を締結することにより、労働者が保有する年次有給休暇の日数のうち、５日を超える部

分については、労使協定で定めた時季に与えることができる。 

 

 

 

■使用者の時季指定による付与 

 使用者は、年次有給休暇（その日数が 10 労働日以上である労働者に係るものに限る）の日数のうち５日に

ついては、原則として基準日（継続勤務した期間を６箇月経過日から１年ごとに区分した各期間（最後に１年

未満の期間を生じたときは、当該期間）の初日をいう）から１年以内の期間に、労働者ごとにその時季を定め

ることにより与えなければならない。 
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■年次有給休暇中の賃金 

 使用者は、年次有給休暇の期間又は時間については、就業規則等で定めるところにより、次の①～③のいず

れかを支払わなければならない。なお、③の標準報酬月額の 30 分の１相当額を用いる場合は、労使協定を締

結しておく必要がある。 

 

 

 ① 平均賃金 

 ② 所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金 

 ③ 健康保険法 40 条 1 項に規定する標準報酬月額の 30 分の１に相当する金額（５円未満の端数

があるときはこれを切り捨て、５円以上 10 円未満の端数があるときはこれを 10 円に切り上

げる） 

 

 

 

 

■年次有給休暇を取得した労働者に対する措置 

 使用者は、年次有給休暇を取得した労働者に対して、賃金の減額その他不利益な取扱いをしないようにしな

ければならない。 

 なお、本条は、訓示
く ん じ

規定
き て い

又は努力
どりょく

義務
ぎ む

規定
き て い

と解されており、本条違反についての罰則は設けられていない。 
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67 

 

■年少者
ねんしょうしゃ

、妊産婦
にんさんぷ

等 

未成年者の労働契約（法 58 条） 

親権者又は後見人は、未成年者に代わって労働
ろうどう

契約
けいやく

を締結してはならない。親権者若しくは後見人又は行政

官庁（所轄労働基準監督署長）は、労働契約が未成年者
みせいねんしゃ

に不利
ふ り

であると認める場合においては、将来
しょうらい

に向

かってこれを解除
かいじょ

することができる。 

 

 

 

■未成年者の賃金請求権 

 未成年者は、独立して賃金を請求することができる。親権者又は後見人は、未成年者の賃金を代わって受け

取ってはならない。 

 

 

 

最低
さいてい

年齢
ねんれい

（法 56 条） 

使用者は、児童が満
まん

15 歳に達した日以後の最初の 3 月 31 日が終了するまで、これを使用してはならない。 

ただし、非工業的業種の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なも

のについては、行政官庁（所轄労働基準監督署長）の許可を受けて、満 13 歳以上の児童をその者の就学時

間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満 13 歳に満たない児童についても、

同様とする。 

 

 

 

■年少者の証明書 

 使用者は、満 18 歳に満たない者について、その年齢を証明する戸籍証明書を事業場に備え付けなければな

らない。 

 使用者は、最低年齢の例外の規定によって使用する児童については、修学に差し支えないことを証明する学

校長の証明書及び親権者又は後見人の同意書を事業場に備えつけなければならない。 
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■年少者に関する労働時間等に関する制限 原則 

 変形労働時間制、三六協定による時間外・休日労働、労働時間及び休憩の特例並びに高度プロフェッショナ

ル制度の規定は、満 18 歳に満たない者については、これを適用しない。 

 使用者は、満 18 歳に満たない者を午後 10 時から午前５時までの間において使用してはならない。 

 なお、深夜の時間帯については、厚生労働大臣は、必要であると認める場合においては、地域又は期間を限

って、午後 11 時から午前６時までとすることができる。 

 

 

 

■児童に関する法定労働時間の制限 

 使用者は、児童については、休憩時間を除き、修学時間を通算して１週間について 40 時間を超えて、労働

させてはならない。１週間の確実については、休憩時間を除き、修学時間を通算して１日について７時間を超

えて、労働させてはならない。 
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■妊産婦等 

産前
さんぜん

休 業
きゅうぎょう

（法 65 条１項） 

使用者は、６週間（多胎
た た い

妊娠
にんしん

の場合にあっては、14 週間）以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合

においては、その者を就業させてはならない。 

 

 出産当日は、産前６週間に含まれる。 

 

 

 

産後
さ ん ご

休 業
きゅうぎょう

（法 65 条２項） 

使用者は、産後８週間を経過しない女性を就業させてはならない。ただし、産後６週間を経過した女性が請

求した場合において、その者について医師が支障がないと認めた業務に就かせることは、差し支えない。 

 

 

 

■労働時間等に関する制限 

 使用者は、妊産婦
にんさんぷ

（妊娠中の女性及び産後１年を経過しない女性）が請求した場合には、次のようにしなけ

ればならない。 

  

 ① １箇月単位の変形労働時間制、１年単位の変形労働時間制及び１週間単位の非定型的変形労働時

間制を採用している場合であっても、１週間について１週の法定労働時間、１日について１日の

法定労働時間を超えて労働させてはならない。 

 ② 災害等若しくは公務のために臨時の必要がある場合又は三六協定を締結している場合であっ

ても、時間外労働をさせてはならず、又は休日に労働させてはならない。 

 ③ 深夜業をさせてはならない。 
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■育児
い く じ

時間
じ か ん

 

生後満１年に達しない生児を育てる女性は、休憩時間のほか、１日２回各々少なくとも 30 分、その生児を

育てるための時間を請求することができる。使用者は、育児時間中は、その女性を使用してはならない。 

 

 

 

■生理
せ い り

休暇
きゅうか

 

 使用者は、生理日の就業が著しく困難な女性が休暇を請求したときは、その者を生理日に就業させてはなら

ない。 
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■就 業
しゅうぎょう

規則
き そ く

の作成及び届出 

 就業規則とは、労働者が就業上遵守
じゅんしゅ

すべき規律
き り つ

及び労働条件に関する具体的
ぐたいてき

細目
さいもく

について定めた規則をい

い、この就業規則に定める労働条件の基準は、労働基準法に定める基準以上のものとしなければならない。 

 

 

 

就業規則の作成及び届出（法 89 条） 

常時 10 人以上の労働者を使用する使用者は、所定の事項について就業規則を作成し、行政官庁（所轄労働

基準監督署長）に届け出なければならない。当該事項を変更した場合においても同様とする。 

 

 本条の「労働者」とは、その事業場で使用するすべての労働者をいい、臨時的・短期的な雇用形態の労働者

も含まれる。 

 

 

 

■就業規則の作成の手続き 

 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数を組織する労働組合がある場

合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表

する者の意見を聴かなければならない。 

 使用者は、当該届出をなすについて、当該意見を記した書面を添付しなければならない。 
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■就業規則の絶対的必要記載事項 

 次の事項は就業規則に必ず記載しなければならない。 

 

 ① 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を２組以上に分けて交代に就業させる場

合においては終業時転換に関する事項 

 ② 賃金（臨時の賃金等を除く）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並び

に昇給に関する事項 

 ③ 退職に関する事項（解雇の事由を含む） 

 

 

 

■就業規則の相対的必要記載事項 

 次の事項は、定めをするのであれば必ず就業規則に記載しなければならない。 

 

 ① 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払

の方法、並びに退職手当の支払の時期に関する事項 

 ② 臨時の賃金等（退職手当を除く）及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する

事項 

 ③ 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事

項 

 ④ 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

 ⑤ 職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

 ⑥ 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 

 ⑦ 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 

 ⑧ ①～⑦に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合にお

いては、これに関する事項 
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■制裁
せいさい

規定
き て い

の制限 

 就業規則で、労働者に対して減給
げんきゅう

の制裁を定める場合においては、その減給は、１回の額が平均賃金の１

日分の半額を超え、総額が１賃金支払期における賃金の総額の 10 分の 1 を超えてはならない。 

 

 

 

■効力 

 就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 

 行政官庁（所轄労働基準監督署長）は、法令又は労働協約に抵触する就業規則の変更を命ずることができる。 

 

 

 

■周知義務 

 使用者は、労働基準法及び労働基準法に基づく命令
めいれい

の要旨
よ う し

、就業規則、労働基準法に基づく労使協定並びに

労使委員会の決議を、次の方法によって、労働者に周知させなければならない。 

 

 ① 常時各作業場の見やすい場所へ掲示し、又は備え付けること 

 ② 書面を交付すること 

 ③ 磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ、各作業場に労働者が当該

記録の内容を常時確認できる機器を設置すること 
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■記録
き ろ く

 

労働者
ろうどうしゃ

名簿
め い ぼ

（法 107 条） 

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、各労働者（日日雇い入れられる者を除く。）について調製
ちょうせい

し、労

働者の氏名、生年月日、履歴その他厚生労働省令で定める事項を記入しなければならない。労働者名簿に記

入すべき事項に変更があった場合においては、遅滞なく訂正しなければならない。 

 

 

 

賃金
ちんきん

台帳
だいちょう

（法 108 条） 

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額及びその他厚生労働

省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 

 

 

 

記録の保存
ほ ぞ ん

（法 109 条） 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を５

年間（当分の間、３年間）保存しなければならない。 
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■時効
じ こ う

 

 労働基準法の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から５年間、労働基準法の規定によ

る災害補償その他の請求権（賃金の請求権を除く。）はこれを行使することができる時から２年間行わない場

合においては、時効によって消滅する。 

 ただし、当分の間、退職手当の請求権はこれを行使することができる時から５年間、労働基準法の規定によ

る賃金（退職手当を除く。）の請求権はこれを行使することができる時から３年間と読み替えることとする。 

 

 ① 賃金請求権（②を除く） ５年（当分の間３年） 

 ② 退職手当請求権 ５年 

 ③ ①②以外（災害補償、年次有給休暇等）の請求権 ２年 
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■災害
さいがい

補償
ほしょう

 

 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかった場合には、療養
りょうよう

補償
ほしょう

（使用者の費用で必要な療養

を行い、又は必要な療養の費用を負担すること）を、その療養のため労働ができず賃金を受けない場合には休

業補償（労働者の療養中平均賃金の 100 分の 60 を使用者が支払うこと）を、その後障害が残った場合には障

害補償を、さらに労働者が業務上死亡したときは遺族補償及び葬祭料の支払を、行わなければならない。 

 なお、このうち、障害
しょうがい

補償
ほしょう

及び遺族
い ぞ く

補償
ほしょう

については、一定の場合、６年間にわたり、毎年、分割
ぶんかつ

して保障す

ることができる。 

 

 

 

■打切補償
うちきりほしょう

 

 療養補償を受ける労働者が、療養開始後３年を経過しても負傷又は疾病がなおらない場合においては、使用

者は、平均賃金の 1,200 日分の打切補償を行い、その後は労働基準法の規定による補償を行わなくてもよい。 

 

 

 

■労災保険法との関係 

 労働基準法に規定する災害補償の事由について、労働者災害補償保険法に基づいて労働基準法の災害補償に

相当する給付が行われるべきものである場合においては、使用者は、補償の責
せめ

を 免
まぬか

れる。 
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■監督
かんとく

機関
き か ん

に対する申告 

 事業場に労働基準法又は労働基準法に基づいて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、

その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告
しんこく

することができる。 

 

 使用者、申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益
ふ り え き

な取扱をしてはならず、これに違

反した使用者は、６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金に処せられる。 

 

 

 

■罰則 

違反行為 罰則 

・強制労働禁止規定違反 １年以上 10 年以下の懲役又は 20 万円以上 300 万円

以下の罰金 

・中間搾取禁止規定違反 

・最低年齢規定違反 

・坑内労働禁止・制限規定違反 

１年以下の懲役又は 50 万円以下の罰金 

・解雇制限、解雇予告規定違反 

・法定労働時間、法定休憩、法定休日、割増賃金支

払、時間外・休日労働等上限規定違反、等 

６箇月以下の懲役又は 30 万円以下の罰金 

・届出等の各種手続規定違反、等 30 万円以下の罰金 

 

 

 

 

★memo 
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労働基準法については、前ページまでの説明になる。 

以下では、労働基準法以外の労働関連法について説明する。 

 

 

 

１ 労働安全衛生法 

 

■労働
ろうどう

安全
あんぜん

衛生法
えいせいほう

の目的 

 労働安全衛生法は、労働基準法と相まって、労働災害の防止のための危害
き が い

防止
ぼ う し

基準
きじゅん

の確立
かくりつ

、責任体制
せきにんたいせい

の明確化
めいかくか

及び自主的活動
じしゅてきかつどう

の促進
そくしん

の措置
そ ち

を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場に

おける労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労働者災害補償保険法 

 

■労働者
ろうどうしゃ

災害
さいがい

補償
ほしょう

保険法
ほけんほう

 

 労働者災害補償保険は、業務上の事由、事業主が同一人でない２以上の事業に使用される労働者（複数
ふくすう

事業
じぎょう

労働者）の２以上の事業の業務を要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に対して

迅速かつ公正な保護をするため、必要な保険給付を行い、あわせて、業務上の事由、複数事業労働者の２以上

の事業の業務を要因とする事由又は通勤により負傷し、又は疾病にかかった労働者の社会復帰の促進、当該労

働者及びその遺族の援護、労働者の安全及び衛生の確保等を図り、もって労働者の福祉の増進に寄与すること

を目的とする。 

 労働者災害補償保険は、この目的を達成するため、業務上の事由、複数事業労働者の２以上の事業の業務を

要因とする事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、傷害、死亡等に関して保険給付を行うほか、社会復帰促

進等事業を行うことができる。 
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３ 雇用保険法 

 

■雇用
こ よ う

保険法
ほけんほう

の目的 

 雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者にについて雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要

な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業を

した場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にす

る等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用

機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 雇用保険は、この目的を達成するため、失業等給付及び育児休業給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開

発事業を行うことができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 

 

■労働保険の保険料の 徴 収
ちょうしゅう

等
とう

に関する法律 

 労働保険の保険料の徴収等に関する法律は、労働保険の事業の効率的な運営を図るため、労働保険の保険会

計の成立および消滅、労働保険料の納付の手続、労働保険事務組合等に関し必要な事項を定めるものとする。 
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５ 労働組合法 

 

■労働
ろうどう

組合法
くみあいほう

の目的 

 労働組合法は、労働者が使用者との交渉において対等の立場に立つことを促進することにより労働者の地位

を向上させること、労働者がその労働条件について交渉するために自ら代表者を選出することその他の団体行

動を行うために自主的に労働組合を組織し、団結することを擁護すること並びに使用者と労働者との関係を規

制する労働協約を締結するための団体交渉をすること及びその手続を助成することを目的としている。 

 

 

 

 

 

６ 労働関係調整法 

 

■労働
ろうどう

関係
かんけい

調整法
ちょうせいほう

の目的 

労働関係調整法は、労働組合法と相まって、労働関係の公正な調整を図り、労働争議を予防し、又は解決して、

産業の平和を維持し、もって経済の興隆に寄与することを目的としている。 

 

 

 

 

 

７ 労働契約法 

 

■労働
ろうどう

契約法
けいやくほう

は、労働者及び使用者の自主的な交渉の下で、労働契約が合意により成立し、又は変更されると

いう合意の原則その他労働契約に関する基本的事項を定めることにより、合理的な労働条件の決定又は変更が

円滑に行われるようにすることを通じて、労働者の保護を図りつつ、個別の労働関係の安定に資することを目

的としている。 
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８ 個別労働紛争解決促進法 

 

■個別
こ べ つ

労働
ろうどう

紛争
ふんそう

解決
かいけつ

促進法
そくしんほう

の目的 

 個別労働紛争解決促進法は、同条件その他労働関係に関する事項について個々の労働者と事業主との間の紛

争について、あっせんの制度を設けること等により、その実情に即した迅速かつ適正な解決を図ることを目的

としている。 

 

 

 

 

 

９ パートタイム・有期雇用労働法 

 

■パートタイム・有期
ゆ う き

雇用
こ よ う

労働法
ろうどうほう

は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の

変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることにかんがみ、短時間・有期雇

用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の

開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等図ることを

通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の

増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的としている。 

 

 

 

 

 

10 男女雇用機会均等法 

 

■男女
だんじょ

雇用
こ よ う

機会
き か い

均等法
きんとうほう

の目的 

 男女雇用機会均等法は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのっとり雇用の分野における男女の均

等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等

の措置を推進することを目的とする。 
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11 育児介護休業法 

 

■育児
い く じ

介護
か い ご

休 業 法
きゅうぎょうほう

の目的  

 育児介護休業法は、育児休業および介護休業に関する制度並びに子の看護休暇及び介護休暇に関する制度を

設けるとともに、子の養育及び家族の介護を容易にするため所定労働時間等に関し事業主が講ずべき措置を措

置を定めるほか、子の養育又は家族の介護を行う労働者等の雇用の継続及び再就職の促進を図り、もってこれ

らの者の職業生活と家庭生活との両立に寄与することを通じて、これらの者の福祉の増進を図り、あわせて経

済及び社会の発展に資することを目的としている。 

 

 

 

 

 

12 最低賃金法 

 

■最低
さいてい

賃金法
ちんきんほう

の目的 

 最低賃金法は、賃金の低廉
ていれん

な労働者について、賃金の最低額を保障することにより、労働条件の改善を図り、

もって、労働者の生活の安定、労働力の質的向上及び事業の公正な競争の確保に資するとともに、国民経済の

健全な発展に寄与することを目的としている。 

 

 

 

 

 

13 労働施策総合推進法 

 

■労働
ろうどう

施策
し さ く

総合
そうごう

推進法
すいしんほう

は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働

に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、

労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がそ

の有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地

位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的としている。 
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14 職業安定法 

 

■職 業 安
しょくぎょうあん

定法
ていほう

の目的 

 職業安定法は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が、

関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業

等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割にかんがみその適正な運営を確保すること等

により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって

職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。 

 

 

 

 

 

15 労働者派遣法 

 

■労働者
ろうどうしゃ

派遣法
はけんほう

の目的 

 労働者派遣法は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営

の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福

祉の増進に資することを目的とする。 

 

 

 

 

 

16 高年齢者雇用安定法 

 

■高年齢者
こうねんれいしゃ

雇用安
こようあん

定法
ていほう

の目的 

 高年齢者雇用安定法は、定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進、

高年齢者等の再就職の促進、定年退職者その他の高年齢退職者に対する就業の機会の確保等の措置を総合的に

講じ、もって高年齢者等の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与すること

を目的としている。 
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17 障害者雇用促進法 

 

■障害者
しょうがいしゃ

雇用
こ よ う

促進法
そくしんほう

の目的 

障害者雇用促進法は、障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等のための措置、雇用の分野における障害者

と障害者でない者との均等な機会及び待遇の確保並びに障害者がその有する能力を有効に発揮することがで

きるようにするための措置、職業リハビリテーションの措置その他障害者がその能力に適合する職業に就くこ

と等を通じてその職業生活において自立することを促進するための措置を総合的に講じ、もって障害者の職業

の安定を図ることを目的としている。 

 

 

 

 

 

18 職業能力開発促進法 

 

■職 業
しょくぎょう

能力
のうりょく

開発
かいはつ

促進法
そくしんほう

の目的 

 職業能力開発促進法は、労働施策総合推進法と相まって、職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及び

その実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を

確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向

上させることを促進し、もって、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄

与することを目的としている。 
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第３章 組織 

 

 

■組織
そ し き

の 3要素
よ う そ

 

チェスター・バーナードが 1938 年に提唱した「組織の 3 要素」。 

組織の定義は、意識的に調整された２人またはそれ以上の人々の活動や諸力のシステム。 

 下記の 3 つがあることで、組織がただの集団とは異なる「組織」として成り立つ。 

 

・組織の目的
もくてき

（共通の目的があること） 

・協働の意欲
い よ く

（メンバー同士に協力する意思があること） 

・情報の共有
きょうゆう

（問題なくコミュニケーションがとれること） 

 

 

■社会
しゃかい

科学
か が く

における組織 

社会科学では組織を下記の２種類に分けて考える。 

 

・フォーマルグループ（公式
こうしき

組織
そ し き

） 

・インフォーマルグループ（非公式
ひこうしき

組織
そ し き

） 

 

 

■経営学における組織：ティール組織 

 2018 年以降に注目されているのが「ティール組織」である。 

 ティール組織とは、上司や管理者が部下を管理しなくても、自分自身で制度を把握し試行錯誤をして、意思

決定をしていく組織のこと。一人ひとりの従業員に意思決定権があるため、従来のような上司の指示で動く上

下関係の構造が必要なくなることが特徴となる。 

 

 

 

 

★memo 
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第４章 人材 

 

■労務管理 

 

人事情報 

 職務
しょくむ

情報
じょうほう

   ➡ 職務
しょくむ

分析
ぶんせき

 

 労働力
ろうどうりょく

情報
じょうほう

 ➡ 人事
じ ん じ

考課
こ う か

 

 

 

■職務分析 

 職務分析とは、各職務の内容、特徴、資格要件等を観察
かんさつ

・研究
けんきゅう

し、その結果を職務
しょくむ

記述書
きじゅつしょ

等
とう

にまとめること

を通して、他の職務との質的
しつてき

違
ちが

いを明確にする手続きをいう。 

 

 

■職務
しょくむ

評価
ひょうか

 

 職務評価とは、職務分析によって得られた職務情報に基づき、個々の職務について、職務価値の相対的
そうたいてき

評価
ひょうか

を行うことをいう。 
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■採用
さいよう

管理
か ん り

 

要因
よういん

算定
さんてい

 

 ① マクロ的算定方式（総枠
そうわく

方式
ほうしき

） 

企業として 賄
まかな

い得る人件費を基礎に保有可能な人員の総枠を決める方式 

 ② ミクロ的算定方式（積上方式） 

企業内の業務を分析して、必要人員を職場・職種別に積み上げていく方式 

 

 

■通年
つうねん

採用制
さいようせい

 

 通年採用制とは、新規
し ん き

学卒者
がくそつしゃ

の採用時期を 4 月など、一時期に限定するのではなく、複数回に分け、又は随時
ず い じ

必要な人員を採用する制度をいい、不足人員の補充や多用な価値観を持った人員の採用等を目的として行われ

る。 

 

 

■社内
しゃない

公募制
こうぼせい

 

 社内公募制とは、ある特定のプロジェクト・事業のための要員や一般に欠員が生じた場合の補充の募集源を、

社内の自由公募に求める制度をいう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★memo 
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■異動・管理 

 

■資格制度 

 資格制度は、平社員も含めて従業員に職務
しょくむ

や職位
しょくい

とは直接関係のない一種の社内秩序である資格を与え、そ

れを昇進や賃金決定等の基準とする日本独自の人事制度。現在では、職能
しょくのう

資格
し か く

を基準とする職能資格制度が

主流となっている。 

 

 

■専門職制度 

 専門職制度とは、高度の専門的な知識や技術を有する従業員を、ライン管理職の系列とは別のスタッフ系列

として位置づけつつ、昇進や給与面では、ライン管理職と同等の処遇を行おうとする制度。 

 

 

■コース別人事制度 

 コース別人事制度は、複数の職掌や進路を設定しておき、コース別に、人材を活用、評価、処遇しようとす

る制度。 

 

 

■役職
やくしょく

定年制
ていねんせい

 

 役職定年制とは、一定年齢をもって管理職から退き、その専門的能力を持って専門職等に異動する制度。 

 

 

■ワーク・シェアリング 

 ワーク・シェアリングとは、１人当たりの労働時間を短縮し、有給の雇用労働の総量をより多くの人で分け

合うことによって雇用を維持・拡大しようとする考え方。 

 

 

■テレワーク 

 テレワークとは、情報通信ネットワークを活用して、時間と場所に制約されることなくいつでもどこでも仕

事ができる働き方をいう。 

 

 

 

★memo 
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■能力
のうりょく

開発
かいはつ

 

 従業員の能力開発は、教育訓練と人材開発から成る。 

 

 

■教育
きょういく

訓練
くんれん

 

 職場内訓練（OJT）とは、職場で上司又は先輩が部下又は後輩に対して、仕事を通して計画的に、業務に関す

る知識、技能、問題解決能力等について教育訓練をすることをいう。 

 職場外訓練（OFF-JT）とは、集合教育、外部講習会への参加、通信教育の受講といった職場外で行われる教

育訓練をいう。 

 

 

■人材開発 

 

■CDP（経歴
けいれき

管理
か ん り

制度
せ い ど

） 

 CDP（キャリア・ディベロプメント・プログラム）とは、複数のキャリア・パスを設定し、研修・教育訓練を

併用することにより、個人のキャリアプランと企業の人材ニーズを統合させながら人材を育成しようとする系

統的人事管理システムをいう。 

 

 

■キャリアコンサルティング 

 キャリアコンサルティングとは、労働者の職業の選択、職業生活設計又は職業能力の開発及び向上に関する

相談に応じ、助言及び指導を行うことをいう。 

 

 

 

 

 

 

 

★memo 

  



90 

 

第５章 知的財産 

 

 

 知的
ち て き

財産権
ざいさんけん

制度
せ い ど

は、知的
ち て き

創造
そうぞう

活動
かつどう

によって生み出されたものを、創作
そうさく

した人の財産として保護するための制

度である。 

 

 「知的財産」とは、発明
はつめい

、考案
こうあん

、植物
しょくぶつ

の新品
しんひん

種
しゅ

、意匠
いしょう

、著作物
ちょさくぶつ

その他の人間の創造的活動により生み出され

るもの（発見
はっけん

又は解明
かいめい

がされた自然
し ぜ ん

の法則
ほうそく

又は現象
げんしょう

であって、産 業 上
さんぎょうじょう

の利用
り よ う

可能性
かのうせい

があるものを含む。）、

商 標
しょうひょう

、商号
しょうごう

その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業
えいぎょう

秘密
ひ み つ

その他の事業活動に有

用な技術上又は営業上の情報をいう。 

 

 「知的財産権」とは、特許権、実用新案権、育成者権、意匠権、著作権、商標権その他の知的財産に関して

法令により定められた権利又は法律上保護される利益に係る権利をいう。 

 

 

知的財産権についての権利 特許権
とっきょけん

 発明を保護 

実用
じつよう

新案権
しんあんけん

 物品の形状等の考案を保護 

意匠権
いしょうけん

 物品のデザインを保護 

著作権
ちょさくけん

 精神的作品を保護 

営業標識についての権利 商 標 権
しょうひょうけん

 商品・サービスで使用するマークを保護 
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１ 特許権 

 

 

■特許
とっきょ

制度
せ い ど

の目的 

 特許制度は、発明者には一定期間、一定の条件のもとに特許権という独占的な権利を与えて発明の保護を図

る一方、その発明を公開して利用の機会を図ることにより、発明
はつめい

を奨励
しょうれい

し、産業の発達に寄与しようとする

ものである。 

 

 

■特許法上の発明 

 特許法２条１項では、発明を自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいうと定義している。 

  

自然法則を利用していること 自然法則とは、自然界において経験的に見出された科学的な法則をいう。 

技術的思想であること 技術とは、一定の目的を達成するための具体的手段であって、実際に利

用でき、知識として客観的に伝達できるものをいい、個人の熟練によっ

て得られる技能とは異なる。 

創作であること 創作とは新しいことを作り出すことをいう。 

高度であること 実用新案法上の考案と区別するための要件である。 

 

 

■発明者 

 発明の創作者は発明者といわれ、発明の完成とともに私見であり財産権である特許を受ける権利が発明者に

帰属する。 

 

 

■発明の種類 

 発明には、次の３種類がある。 

 ・物の発明（機械、器具、装置、化学物質等についての発明） 

 ・方法の発明（測定方法、分析方法等についての発明） 

 ・物を生産する方法の発明（医薬品、化学物質の製造方法等の発明） 
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■特許の要件 

 ① 産 業 上
さんぎょうじょう

の利用可能性 

 ② 新規性
しんきせい

 

 ③ 進歩性
しんぽせい

 

 ④ 特許を受けることができない発明ではない 

 ⑤ 先願の発明 

 ⑥ 新規性喪失の例外 

 

 

■特許の出願及び書面主義 

 特許の出願をするときには、特許権（願書）、明細書、特許請求の範囲、要約書、図面を特許庁長官に提出す

る。 

 

 

■出願
しゅつがん

の公開
こうかい

 

 特許出願公開とは、特許出願の日から１年６か月経過後に、特許出願の明細書、図面等を掲載した公開特許

公報を発行し、出願内容を一般に公開することをいう。 

 

 

■出願
しゅつがん

審査
し ん さ

請求
せいきゅう

 

 特許出願された特許要件の審査は、まず、書類の形式が整っているかどうか等の手続き的及び形式的要件を

見る方式審査が、すべてのものに対して実施される。 

しかし、特許を付与するかどうかの実質的な審査である実体審査については、特許出願がなされても、別途、

出願審査の請求が必要となる。 
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■特許の登録
とうろく

 

 特許の出願に関して、審査官が拒絶理由を発見できないとき、拒絶理由が通知された後に意見書の提出又は

補正により拒絶理由が解消されたときは特許査定がなされる。 

 特許査定の謄本が特許出願人に送達された日から 30 日以内に、出願人が特許料を納付すると特許権の登録

がなされて特許権が発生し、特許発明の内容が特許公報に掲載されて公示される。 

 

 

■特許権の効力と存続期間 

 特許権設定の登録が行われると、特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。 

 特許権は、出願の日から 20 年をもって満了する。 

 ただし、一定の場合には、延長登録の出願により５年を限度として存続期間を延長することができる。 

 

 

■専用
せんよう

実施権
じっしけん

 

 設定契約で定めた範囲内で専用実施権者が独占的にその特許発明を実施することができる権利である。 

 専用実施権の効力は、その範囲内において特許権の効力と同様であり、第三者の侵害行為については、専用

実施権者自ら、差止請求、損害賠償、信用回復請求権等が認められる。 

 また、専用実施権者を設定した範囲内においては、特許権者自身も実施ができなくなってしまう。 

 なお、専用実施権は権利者と実施者との設定契約だけでは有効ではなく、特許登録原簿への登録が効力発生

要件である。 

 

 

■通常
つうじょう

実施権
じっしけん

 

 通常実施権とは、特許発明を業として実施することができる権利をいう。 

 通常実施権は、専用実施権と異なり、独占的な権利ではなく、単に設定行為で定めた範囲内で特許発明を利

用する権利である。 
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２ 実用新案権 

 

 

■実用
じつよう

新案
しんあん

制度
せ い ど

の目的 

 実用新案制度は、技術的には高度でない考案
こうあん

の保護及び利用を図り、その考案を奨励し、産業の発達に寄与

することを目的としている。 

 

 

■考案の意義 

 実用新案法における考案とは、自然
し ぜ ん

法則
ほうそく

を利用した技術的
ぎじゅつてき

思想
し そ う

の創作
そうさく

の考案である。 

 特許の場合の発明とは異なり、高度であることは要件とされていない。 

 登録を受けることによって、特許権と同じような実用新案権を取得する。 

 ただし、存続期間は出願の日から 10 年間と特許権よりは短い。 

 

 考案には、次の３種類がある。 

  ・物品の形状についての考案 

  ・物品の構造についての考案 

  ・物品の組合せについての考案 

 なお、方法や物質は、実用新案権の対象とならない。 

 

 

 

 

 

 

★memo 

 

  



95 

 

■基礎的要件・方式審査 

 実用新案の手続きでは、提出された書類が法に定められた様式に従って作成されているか否かの方式審査と

登録するために必要な基礎的要件を満たしているか否かの審査を行う。 

 登録にあたっては、出願時に出願手数料と登録料（３年分）を納付する。 

 なお、実用新案においても先願主義がとられており、同一日に二以上の出願があった場合、どちらも登録を

受けることはできない。 

 

 

■無審査
む し ん さ

主義
し ゅ ぎ

 

 実用新案制度では、特許制度と異なり、実体審査を行わない無審査主義をとり、出願が形式的要件及び基礎

的要件を充足していれば登録される。 

 

 

■侵害 

 実用新案権は排他的な独占権であるため、他人が権利者の承諾なしに、業として登録実用新案権を実施する

と権利の侵害となる。 

 特許権の場合と同様に、直接侵害、間接侵害があり、権利侵害に対しては、損害賠償請求権、差止請求権を

行使することができる。 
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３ 意匠権 

 

 

■意匠
いしょう

制度
せ い ど

の目的 

 意匠制度は、意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、もって産業の発達に寄与するこ

とを目的とする。 

 

 

■意匠 

 意匠法は、意匠を、物品の形状
けいじょう

、模様
も よ う

もしくは色彩
しきさい

もしくはこれらの結合、建築物の形状等又は画像であ

って、視覚を通じて美感を起こさせるものと定義している。 

 意匠とは、デザインであり、一定の要件を備えた意匠は特許庁に登録を出願し、登録が認められることによ

り意匠権が与えられ保護される。 

 

 意匠であるためには、次のすべての要件を満たさなければならない。 

①物品等と認められるものであること（意匠の物品性） 

②物品自体の形態であること（意匠の形態性） 

③視覚を通じて美感を起こさせるものであること（視覚性、美感性） 
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■意匠登録の要件 

 ① 工 業 上
こうぎょうじょう

利用
り よ う

できる意匠（工業上の利用可能性） 

 ② 新規性 

 ③ 
創作
そうさく

非容易性
ひ よ う い せ い

（容易に創作される意匠でないこと） 

 ④ 先願であること（先願主義） 

 ⑤ 不登録事由に該当しないこと 

 

 

■意匠登録出願 

 願書に、意匠登録を受けようとする意匠の図面を添付して特許庁長官に提出する。 

  

 

■審査官による審査 

 審査官が意匠登録出願を審査する。 

 意匠は、物品と物品の形態の２つの観点より、需要者の視覚による美感にもとづき、同一か類似するものか、

あるいは非類似かを判断する。 

 登録済みの意匠と同一の意匠並びに類似する意匠については、意匠登録を受けることはできない。 

 

 

■意匠権の効力 

 意匠権者は業として意匠登録及びこれに類似する意匠の実施をする権利を専有する。 

 

 

■意匠権の存続期間 

 意匠権の存続期間は、出願の日から 25 年をもって満了する。 
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４ 著作権 

 

 

■著作権
ちょさくけん

制度
せ い ど

の目的 

 著作権法は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利

を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もって文化の発展に

寄与することを目的とする。 

 なお、著作権の発生のために登録は必要ない。 

 

 

■著作権等の概念 

 著作者がその著作物を独占的に支配し、利用し、財産的利益を受ける知的財産権をいう。 

 著作者とは、著作物を創作する者をいう。 

 著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するも

のをいう。 

 

 

■著作権の内容 

 広義の著作権の内容には、著作者の権利（狭義の著作権）と著作隣接権がある。 

 著作者の権利は、著作者人格権と財産権としての著作財産権（最も狭義の著作権）に分類される。 

 著作隣接権には、各種財産権のほか実演家については人格権も認められる。 

 

著作権 

著作者の権利 

（狭義の著作権） 

著作
ちょさく

財産権
ざいさんけん

（最狭義） 

著作者
ちょさくしゃ

人格権
じんかくけん

 

著作
ちょさく

隣接権
りんせつけん

等
とう

 
財産権 

実演家
じつえんか

人格権
じんかくけん
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99 

 

■著作者人格権 

 著作者人格権は、著作者が著作物に対し有する人格的利益を保護する権利であり、公表権、氏名表示権、同

一性保持権がある。 

 著作者人格権は、著作物の一身に専属し譲渡・相続することができない。 

 

 

■著作財産権 

 著作財産権は、著作者が著作物に対し有する財産的利益を保護する権利である。 

  

 

■著作隣接権 

 著作物を利用する者に認められる権利であり、著作物の内容を公衆に伝達する媒体としての実演、レコード、

放送及び有線放送が著作物に準じて保護される。 

 

 

■著作権の成立 

 著作権は、何の手続きも要せず創作時に自動的に発生し、著作者が最初の著作権者になる。 

 

 

■著作権の保護期間 

 原則として、創作の時に始まり、著作者の死後 70 年を経過するまでである。 

 この保護期間の計算で 70 年の終期は、著作者が死亡した日の属する年の翌年１月１日から起算する。 

 

 

■著作隣接権の存続期間 

 実演等を行った時に始まり、それらの行為が行われた日の属する年の翌年から起算して 70 年を経過した時

に満了する。 

 

 

■著作権の侵害に対する対抗措置 

１ 差止請求権 

２ 損害賠償請求 

３ 刑事罰 
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５ 商標権 

 

 

■商 標
しょうひょう

の目的 

 商標制度は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の

発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。 

 

 

■商標 

 商標法における商標とは、人の知覚によって認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的

形状もしくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの（標章）である。 

 

 

■商標の３つの機能 

 商標の機能には、出所表示機能、品質保証機能、広告機能の３つがある。 

 

 

■商標登録の要件：登録主義と使用主義 

 登録
とうろく

主義
し ゅ ぎ

：商標を使用していなくても、出願・登録により商標権の成立を認めている。 

 使用
し よ う

主義
し ゅ ぎ

：商標が現に使用されている事実に着目して、商標を使用することでも商標権の成立を認めている。 

 

 

■商標出願の手続き 

 願書に、必要な書面を添付して特許庁長官に提出する（商標登録出願）。 

 

 

■商標権の存続期間 

 商標権は登録の日から 10 年という有効期間が定められているが、一定の要件を備えた更新登録申請をする

ことにより、何回でも更新できる。 
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